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☆郵送による【国外転出届】について☆ 

◆【国外転出届】を提出する方は、下記の書類を郵送してください。◆ 

① 【郵便国外転出届】（次頁）に必要事項を記入してください。 

＜国外転出日（予定日）＞ 

   ・これから国外へ転出する予定の場合は、転出日の欄に「転出予定日」を記入してください。 

・すでに国外へ出国した後に、【郵便国外転出届】を提出する方は、出国日が分かるパスポートのコピー

などを同封してください。 

＜メールアドレスの記入＞ 

   ・申請者様へ連絡事項がある場合にメールで連絡をいたします。メールアドレスを必ず記入してくださ

い。（数字・アルファベット等、はっきりとわかるように記入してください。） 

 

② 申請者の本人確認書類の写し（有効期限内のものに限ります。） 

   ●１点のみでよいもの（官公署発行の顔写真付きの本人確認書類） 

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、

精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 などの中から１点 

   ●２点必要なもの 

    健康保険資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、生活保護受給者証、本人名義の預金通帳、民

間企業の社員証、学生証 などの中から２点 

 

③ 静岡市の国民健康保険資格確認書 

 静岡市の国民健康保険に加入している方で「国民健康保険資格確認書」をお持ちの方は、原本を同封し

てください。 

 

④ 国外転出の場合は、転出証明書などの書類の発行がないため「返信用封筒・切手」は不要です。 

 

⑤【郵送先】住所地の各区役所あて郵送してください。（区役所の住所の記入は不要です。） 

〒420-8602 静岡市葵区役所  戸籍住民課 行 

〒422-8550 静岡市駿河区役所 戸籍住民課 行 

〒424-8701 静岡市清水区役所 戸籍住民課 行 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

（連絡先）   

葵区戸籍住民課 駿河区戸籍住民課 清水区戸籍住民課 

〒420-8602 

静岡市葵区追手町５番１号 

電話 ０５４－２２１－１０６１ 

F A X ０５４－２２１－１０６４ 

aoi-koseki@city.shizuoka.lg.jp 

〒422-8550 

静岡市駿河区南八幡町 10番 40 号 

電話 ０５４－２８７－８６１１ 

F A X ０５４－２８７－８７０３ 

srg-koseki@city.shizuoka.lg.jp 

〒424-8701 

静岡市清水区旭町６番８号 

電話 ０５４－３５４－２１２６ 

F A X ０５４－３５３－８８５９ 

smz-koseki@city.shizuoka.lg.jp 

 

◆マイナンバーカードをお持ちの方 

・国外継続利用手続きをすることによって、国外でも引き続きマイナンバーカードがご利用になれます。 

～マイナンバーカードの国外継続利用の条件～ 

・日本国籍の方（日本に戸籍がある方のみ国外継続利用可能です） 

・国外転出予定日前日までに各区役所戸籍住民課の窓口へ手続きにお越しいただける方 

（マイナンバーカードの手続きは、郵便ではできません。） 

※国外での継続利用手続きを代理人に委任される方は、各区役所戸籍住民課へお問い合わせください。 

・国外でマイナンバーカードの利用を希望されない場合は、現在お持ちのマイナンバーカードが廃止になります。 

（なお、国外からマイナンバーカードの新規・再交付申請が可能です。詳細は本籍地市町村へお問い合わせください。） 
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【郵便国外転出届】 
(宛先)静岡市   区長                           令和  年  月  日 

国 外 

転出(予定)日 
令和   年   月   日 

電話番号 
国内の 

電話番号   ―    ― 

メールアドレス         ＠ 

申 

請 

者 

本 人 

世帯員 

（署 名）  

代理人 

住所 

（連絡先）    ―      ―     

※代理人の場合は、委任状が必要です。 

(署 名)  

 

 

１ 本人確認書類（同封いただいた本人確認資料のコピー（必須）をチェックしてください。） 

□ 顔写真付きのもの □ 顔写真の無いもの（顔写真の無いものは、２種類必要です。） 

※本人確認資料の種類については、「郵送による国外転出届について」をご確認ください。 

 

２ 国外転出の場合は、転出証明書などの書類は返送されません。 

 

３ 特記事項 

 

 
※マイナンバーカードの国外継続利用を希望される方（日本国籍の方に限る）は、転出予定日の前日までに区役所にて継続利用の

手続きをお願いします。 

転出先 

国 名 

地 域 

 

 

      （国名・地域のみ記入してください。） 

 

旧住 
静岡市     区 世 

帯 

主 

 

 氏 名  生 年 月 日 続柄 性別 マイナンバーカード 

転 

出 

す 

る 
人 
全 

員 

１  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

２  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

３  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

４  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

５  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 
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【郵便国外転出届】 
(宛先)静岡市   区長                           令和  年  月  日 

国 外 

転出(予定)日 

令和   年   月   日 電話番号 
国内の 

電話番号０９０－１２３４－５６７８ 

メールアドレス        ＠  

申 

請 

者 

本 人 

世帯員 

（署 名） 

 
 

代理人 

住所 

（連絡先）     ―       ― 

※代理人の場合は、委任状が必要です。 

(署 名)  

 

 

１ 本人確認書類（同封いただいた本人確認資料のコピー（必須）をチェックしてください。） 

□ 顔写真付きのもの □ 顔写真の無いもの（顔写真の無いものは、２種類必要です。） 

※本人確認資料の種類については、「郵送による国外転出届について」をご確認ください。 

２ 国外転出の場合は、転出証明書などの書類は返送されません。 

 

３ 特記事項 

 
※マイナンバーカードの国外継続利用を希望される方（日本国籍の方に限る）は、転出予定日の前日までに区役所にて継続利用の

手続きをお願いします。 

転出先 

国 名 

地 域 

 

 

      （国名・地域のみ記入してください。） 

 

旧住所 
静岡市     区 世 

帯 

主 

 

 氏 名  生 年 月 日 続柄 性別 マイナンバーカード 

転 

出 

す 
る 
人 

全 

員 

１  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 子 
男･

女 

□有 □無 □紛失 

２  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

３  
明・大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

４  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

５  
大・昭・平・令・西暦 

年    月   日 
 

男･

女 

□有 □無 □紛失 

記載例 

７  １２ ２０ 

静岡 太郎 

米  国 

葵 追手町５番１号 静岡 一郎 

アパート・マンション名、部屋番
号もご記入ください。 

請求者本人を含め転出する人全員の情報を記入してください。 

メールアドレスをご記入ください。 

７  １２   １８ 

shizuoka    city.ne.jp 

静岡 太郎 
6   ４   １ 

✔  


